
                        日薬発第 10 号 

                        令和５年４月６日 

都道府県薬剤師会 会長 殿 

 

                      日 本 薬 剤 師 会 

                       会 長 山 本 信 夫 

                              （会長印省略）    

 

大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の 

一部を改正する告示等の公布について 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。 

文部科学省（以下「文科省」）においては、令和５年３月 29 日付で標記告示等

を公布し、同日付で、別添の通り高等教育局長名にて全大学に通知しております

ので、お知らせいたします。 

既にご案内の通り、文科省では令和４年８月にとりまとめた『６年制課程にお

ける薬学部教育の質保証に関するとりまとめ』の中で、薬学６年制課程の新設並

びに収容定員増については、従来所定の基準等に適合していれば、原則認可して

きたものを、その原則を改め、抑制方針をとること等を示しておりました（令和

４年９月８日付、日薬発第 148 号参照）。それを受け、今般、標記『大学、短期

大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準』の一部改正等が行われた次

第です。 

今般の改正につきましては、例外措置等が設けられているものの、今後は薬学

６年制課程に関する新設及び収容定員増の抑制が図られるため、薬学教育の質

保証等の観点から、大変重要なものと考えております。つきましては、会務ご多

忙の折、誠に恐縮ですが、今般の改正につきまして、貴会関係者にご周知賜りま

すよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

 今般公布された告示は２点で、それぞれの施行期日は下記のとおり。 

○大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正す

る告示（平成 15 年文部科学告示第 45 号）の一部改正 

 施行期日：令和７年４月１日 

 

○学校教育法施行令（昭和 28 年政令第 340 号）第 23 条の２第１項第４号の規

定により、文部科学大臣が定めることとされた分野に関する告示の制定 

 施行期日：令和６年３月１日 

 

 上記通知文にも記載のとおり、今般の改正においては、例外措置及び経過措置

が設けられており、詳細は別添資料を確認のこと。 

以 上 

sakata
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４文科高第2012号 

令和５年３月29日 

 

 

各 国 公 私 立 大 学 長 

殿 

各 国 公 立 大 学 法 人 の 長 

大学を設置する各地方公共団体の長 

大学を設置する各学校法人の理事長 

大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 

放 送 大 学 学 園 理 事 長 

 

 

 

文部科学省高等教育局長       

池 田  貴 城     

 

 

大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改

正する告示等の公布について（通知） 

 

 

この度、別添１のとおり「大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基

準の一部を改正する告示」（令和５年文部科学省告示第34号。以下「改正告示」という。）

が、別添２のとおり「学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第23条の２第１項第４

号の規定により文部科学大臣が定めることとされた分野に関する告示」（令和５年文部

科学省告示第35号。以下「分野告示」という。）が、それぞれ令和５年３月29日に公布

されます。 

今回の改正は、「６年制課程における薬学部教育の質保証に関するとりまとめ」（令

和４年８月薬学系人材養成の在り方に関する検討会）において、将来的に薬剤師の供給

が過剰となること等に鑑み、地域の需要に応じて地域における薬剤師の不足を解消する

ための人材養成を行う場合を除き、薬学に関する学部の学科のうち臨床に係る実践的な

能力を培うことを主たる目的とするもの（以下「臨床薬学に関する学科」という。）の

設置及び収容定員増を抑制することが提言されたことを踏まえ、大学、短期大学及び高

等専門学校の設置等に係る認可の基準等に関する所要の規定の整備を行うものです。 

今回の改正の概要及び留意事項等は下記のとおりですので、十分御了知いただき、そ

の運用に当たっては遺漏なきようお取り計らいください。 

 

記 

 

第１ 改正の概要 

 

１ 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示
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（平成15年文部科学告示第45号）の一部改正 

 

（１）薬剤師の養成に係る大学等の設置及び収容定員増の抑制 

臨床薬学に関する学部及び学科の設置（大学の新設を含む）並びに当該学科におけ

る収容定員の増加を抑制すること。（第１条第１項第５号関係） 

 

（２）抑制の例外 

  臨床薬学に関する学科の設置及び臨床薬学に関する学科の収容定員増に係る学則

の変更（以下「臨床薬学に関する学科の設置等」という。）の認可の申請であって、

地域における薬剤師の数その他の事情を勘案して薬剤師の確保を特に図るべき区域

として文部科学大臣が別に定める基準に該当する区域において、地域における医療及

び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第64号。以下「医療介護総

合確保法」という。）第４条第１項の都道府県計画その他の都道府県が作成する計画

に基づき行おうとするもの（臨床薬学に関する学科の収容定員増に係る学則の変更に

あっては、当該計画に当該大学の臨床薬学に関する学科に係る入学定員及び編入学定

員（以下「入学定員等」という。）の増加として記載された人数の増加を行うことに

より算出される収容定員増を行おうとするものに限る。）の審査については、第１条

第１項第５号の規定を適用しないこととすること。（第１条第６項関係） 

 

（３）抑制の例外の場合における認可申請の審査における観点 

  抑制の例外の場合における臨床薬学に関する学科の設置等の認可の申請の審査に

ついては、当該大学が行おうとする地域における薬剤師の確保のための教育内容及び

薬剤師が不足すると見込まれる地域の医療機関又は薬局に将来勤務しようとする当

該大学の臨床薬学に関する学科の学生に対する修学資金の貸与その他の支援（第１条

第６項の文部科学大臣が別に定める基準に該当する区域の都道府県が行うもの又は

当該都道府県の知事が認めたものに限る。）の内容（臨床薬学に関する学科の収容定

員増に係る学則の変更にあっては、医療介護総合確保法第４条第１項の都道府県計画

その他の都道府県が作成する計画に当該大学の臨床薬学に関する学科の入学定員等

の増加として記載された人数の支援に必要な内容を含むものとする。）に照らして行

うものとすること。（第４条関係） 

 

（４）組織再編又は統合の場合における特例 

既設の臨床薬学に関する学部又は学科を廃止し、その職員組織等を基に臨床薬学に

関する学部又は学科の設置若しくは既設の臨床薬学に関する学部又は学科の収容定

員増を行おうとするものについては、当該設置又は収容定員増をした後の当該臨床薬

学に関する学部又は学科に係る入学定員等が、廃止する既設の臨床薬学に関する学部

又は学科に係る入学定員等の合計(既設の臨床薬学に関する学部又は学科の収容定員

増の場合にあっては、廃止する既設の臨床薬学に関する学部又は学科及び収容定員増

を行う既設の臨床薬学に関する学部又は学科に係る入学定員等の合計)を超えない場

合には、第１条第１項第５号の規定に関わらず、認可を行うことができることとする

こと。（第６条関係） 
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（５）施行期日等 

① 施行期日等 

この告示は、令和７年４月１日から施行すること。ただし、認可の申請のう

ち、令和７年４月１日前にされた令和７年度以降に行おうとする臨床薬学に関

する学科の設置等の認可の申請については、改正告示第１条及び第４条の規定

の例により、その審査を行うこととし、令和５年10月１日から施行すること。

（附則第１条関係） 

 

② 経過措置 

令和７年度に行おうとする臨床薬学に関する学科の設置等の認可の申請の

うち、令和５年10月１日において当該申請についての意思の決定及びその内容

の公表（当該意思の決定を証する書類の刊行物への掲載、インターネットの利

用その他広く周知を図ることができる方法により行われているものに限る。）

並びに当該臨床薬学に関する学科の設置等をするために必要な校舎等の施設

又は設備の設置又は整備に関する契約の締結が行われているものに係る審査

については、改正後の規定を適用せず、なお従前の例によることとすること。

（附則第２条関係） 

 

③ 検討規定 

改正告示の施行後５年を目途として、改正後の規定の施行の状況並びに地域

及び社会における薬剤師の養成に係る需要に照らした臨床薬学に関する学科の

収容定員の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。（附則第３

条関係） 

 

２ 学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第23条の２第１項第４号の規定により、

文部科学大臣が定めることとされた分野に関する告示の制定 

 

（１） 薬剤師の養成に関する分野の追加 

学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第23条の２第１項第４号の規定に

より、文部科学大臣が定めることとされた分野に、新たに薬剤師の養成に関する

分野を追加することとし、当該分野について以下のとおり定めることとするこ

と。 

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師及び船舶職員の養成に係る分野 

 

（２）施行期日等 

    この告示は、令和６年３月１日から施行することとすること。なお、平成17年

文部科学省告示第51号（学校教育法施行令第23条の２第１項第４号の規定による

分野を定める件）は、令和６年２月29日限り、廃止することとすること。 

 

第２ 留意事項等 

（１） 改正の趣旨 
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今回の改正は、将来的に薬剤師の供給が需要を上回り薬剤師が過剰となるこ

と、ひいては待遇面を含む就職先の確保が困難であることや優秀な学生の確保に

対する懸念が示されたことを受けたものである。このため、改正告示及び分野告

示の施行前に、臨床薬学に関する学科の設置及び収容定員増を申請しようとする

大学においても、改正の趣旨を踏まえ適切に対応されたいこと。具体的には、「大

学の設置等に係る提出書類の作成の手引（令和６年度開設用）」を確認の上、地

域的な人材需要の動向等を踏まえた上で対応されたいこと。 

また、「６年制課程における薬学部教育の質保証に関するとりまとめ」（令和

４年８月薬学系人材養成の在り方に関する検討会）においては、「各大学におい

ては、入学定員充足率が低いことに加えて、標準修業年限内の卒業率・国家試験

合格率が全国平均を大幅に下回る大学も存在しており、教育の質の維持・確保に

課題がある」こと、「社会環境の変化を見据えて求められる資質・能力を身に付

けた質の高い薬剤師を養成するためには、入学者の確保・選抜の在り方のみなら

ず入学後の教学マネジメントの確立や教員の確保をはじめとする教育の実施体

制、進路指導等の出口管理までの全般にわたり、教育の質を向上させるための取

組を充実・強化する必要がある」こと等が指摘されている。各大学においては、

同とりまとめの内容を十分に踏まえ、薬学部教育の改善及び充実に努められたい

こと。 

 

（２） 薬剤師の確保を特に図るべき区域として文部科学大臣が別に定める基準 

当該基準については、現在、厚生労働省において、病院や薬局における業務の

需要等を勘案した薬剤師の偏在指標の検討を進めているところであり、当該内容

を踏まえ改めて定めるものであること。 

 

（３） 医療介護総合確保法第４条第１項の都道府県計画その他の計画 

臨床薬学に関する学科の設置又は収容定員増を申請しようとする大学につい

ては、医療介護総合確保法第４条第１項に基づく都道府県計画や医療計画等の都

道府県が作成する計画に基づき、人材需要の見通し及び人材育成の必要性につい

て明らかにすること。認可申請にあたっては、地域における薬剤師の需給見通し

を踏まえた養成すべき人数等の客観的な根拠を明らかにすることが必要である

こと。特に、収容定員の増加を申請しようとする大学については、増加する収容

定員数は、都道府県が作成する計画に当該大学の臨床薬学に関する学科に係る入

学定員等の増加として記載された人数の増加を行うことにより算出される収容

定員数の増加分に限られるので留意されたいこと。認可申請においては、以上の

内容がわかる資料の提出を求める予定であるので、都道府県担当部局と十分に連

携の上、対応すること。 

 

（４） 地域における薬剤師確保のための教育内容 

地域における薬剤師確保のための教育内容は、具体的に以下の取組が想定され

るため、これに留意されたいこと。 

・ 薬剤師の地域偏在等を含む地域における医療等の現状と課題について、学生が

総合的に理解するための授業を行うこと 
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・ カリキュラム編成にあたっては、早期体験実習や臨床における実務実習におい

て地域医療について学修する授業を行う等、地域医療に関する体系的な学修が

可能となるよう配慮すること 

・ これらの授業の実施においては、大学と都道府県や関係団体が連携して行うこ

と 

 

（５） 臨床薬学に関する学科の学生に対する修学資金の貸与その他の支援 

修学資金その他の支援については、改正告示第１条第６項に規定する「地域に

おける薬剤師の数その他の事情を勘案して薬剤師の確保を特に図るべき区域と

して文部科学大臣が別に定める基準」に該当する区域の都道府県が実施するもの

又は当該区域の都道府県知事が認めたものに限られること。その他の支援とは、

例えば、当該地域において臨床における実務実習を円滑に実施するための支援や

当該地域の医療機関等への就職支援など、卒業生が当該地域に定着するための効

果的かつ具体的な方策が想定されるため、大学と都道府県や関係団体が十分に連

携して実施すること。また、臨床薬学に関する学科の収容定員増に係る学則の変

更にあっては、修学資金の貸与その他の支援の内容において、増加する入学定員

等の人数の支援に必要な内容を含むものとしているので留意されたいこと。 

 

（６） 国公立大学における取扱い 

公立大学については、学校教育法第４条に定める学部等の設置の手続及び学校

教育法施行令第26条第１項第３号に定める学則変更の手続のうち学部の学科の

設置に係る届出並びに学部の学科の収容定員の変更を伴うものについては、私立

大学と同様に取り扱うものであるため留意されたいこと。 

また、改正後の内容については、国立大学についても、これに準ずること。 

 

【本件担当】 

文部科学省高等教育局医学教育課企画係 

電話 03－5253－4111（内線2509） 

メールアドレス  igaku@mext.go.jp 
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規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

sfujimoto
テキストボックス
別添１
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改

正

後

改

正

前

第
一
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
以
下
「
大

第
一
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
以
下
「
大

学
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

学
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
（
設
置
者
の
変
更
及
び
廃
止

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
（
設
置
者
の
変
更
及
び
廃
止

に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
号
及
び
第
五
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。

に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
号
及
び
第
五
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。

）
の
申
請
の
審
査
に
関
し
て
は
、
法
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省

）
の
申
請
の
審
査
に
関
し
て
は
、
法
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省

令
第
二
十
八
号
）
、
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二

令
第
二
十
八
号
）
、
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二

十
三
号
）
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
短

十
三
号
）
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
短

期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
、
大
学
通
信
教
育
設

期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
、
大
学
通
信
教
育
設

置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
、
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置

置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
、
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置

基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成

基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成

十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年

十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年

文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
、
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年

文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
、
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年

文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ

文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ

る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
審
査
の
基
準
と
す
る
。

る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
審
査
の
基
準
と
す
る
。

一
～
四

[

略]

一
～
四

[

同
上]

五

歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
及
び
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設

五

歯
科
医
師
、
獣
医
師
及
び
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設
置
若
し
く

置
若
し
く
は
収
容
定
員
増
又
は
医
師
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設
置
で
な
い
こ

は
収
容
定
員
増
又
は
医
師
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設
置
で
な
い
こ
と
。

と
。

六

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
（
第

六

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
（
第

五
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
単
に
「
法
科
大
学
院
」
と
い
う
。
）
の
設
置
で
な

四
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
単
に
「
法
科
大
学
院
」
と
い
う
。
）
の
設
置
で
な

い
こ
と
。

い
こ
と
。

２
～
５

[

略]
２
～
５

[

同
上]

６

第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
臨
床
薬

[
項
を
加
え
る
。]

学
に
関
す
る
学
科
（
薬
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
の
う
ち
臨
床
に
係
る
実
践
的
な

能
力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置

及
び
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
（
以
下
「
臨

床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
」
と
い
う
。
）
の
認
可
の
申
請
で
あ
っ
て
、
地

域
に
お
け
る
薬
剤
師
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
薬
剤
師
の
確
保
を
特
に
図

る
べ
き
区
域
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
区
域
に
お
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い
て
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
医
療
介
護
総
合
確
保
法
」
と
い
う
。
）

第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
作
成
す
る
計
画
に
基
づ

き
行
お
う
と
す
る
も
の
（
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則

の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当
該
計
画
に
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
に
係

る
入
学
定
員
及
び
編
入
学
定
員
（
以
下
「
入
学
定
員
等
」
と
い
う
。
）
の
増
加
と

し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
の
増
加
を
行
う
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
増
を

行
お
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
医
師
の
養

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
医
師
の
養

成
に
係
る
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
令
和

成
に
係
る
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
令
和

五
年
度
に
令
和
十
年
度
ま
で
の
期
間
を
付
し
て
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
（
以

五
年
度
に
令
和
十
年
度
ま
で
の
期
間
を
付
し
て
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
（
以

下
「
医
学
部
」
と
い
う
。
）
に
係
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
大
学
が
、
当

下
「
医
学
部
」
と
い
う
。
）
に
係
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
大
学
が
、
当

該
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
等
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
増
加
を
行
う
こ
と

該
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
及
び
編
入
学
定
員
（
以
下
「
入
学
定
員
等
」

に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
認

と
い
う
。
）
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
増
加
を
行
う
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容

可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

。

一

医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府

一

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（

県
が
作
成
す
る
医
療
に
関
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員

平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都

等
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
（
地
域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
に
資
す
る

道
府
県
が
作
成
す
る
医
療
に
関
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学

た
め
、
医
師
が
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
の
病
院
又
は
診
療
所
に
将
来
勤

定
員
等
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
（
地
域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
に
資

務
し
よ
う
と
す
る
当
該
大
学
の
医
学
部
の
学
生
に
対
す
る
修
学
資
金
を
都
道
府

す
る
た
め
、
医
師
が
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
の
病
院
又
は
診
療
所
に
将

県
が
貸
与
し
よ
う
と
す
る
人
数
以
内
に
限
る
。
）
の
増
加
又
は
各
都
道
府
県
に

来
勤
務
し
よ
う
と
す
る
当
該
大
学
の
医
学
部
の
学
生
に
対
す
る
修
学
資
金
を
都

お
け
る
医
療
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
自

道
府
県
が
貸
与
し
よ
う
と
す
る
人
数
以
内
に
限
る
。
）
の
増
加
又
は
各
都
道
府

治
医
科
大
学
に
お
け
る
人
数
の
増
加

県
に
お
け
る
医
療
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

の
自
治
医
科
大
学
に
お
け
る
人
数
の
増
加

二

[

略]
二

[

同
上]

２
・
３

[

略]

２
・
３

[
同
上]

第
四
条

第
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ

[

条
を
加
え
る
。]

な
い
場
合
に
お
け
る
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
の
審
査

に
つ
い
て
は
、
当
該
大
学
が
行
お
う
と
す
る
地
域
に
お
け
る
薬
剤
師
の
確
保
の
た
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め
の
教
育
内
容
及
び
薬
剤
師
が
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
の
医
療
機
関
又
は

薬
局
に
将
来
勤
務
し
よ
う
と
す
る
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
学
生

に
対
す
る
修
学
資
金
の
貸
与
そ
の
他
の
支
援
（
第
一
条
第
六
項
の
文
部
科
学
大
臣

が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
区
域
の
都
道
府
県
が
行
う
も
の
又
は
当
該
都
道

府
県
の
知
事
が
認
め
た
も
の
に
限
る
。
）
の
内
容
（
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の

収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条

第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
作
成
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の

臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
入
学
定
員
等
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
の
支

援
に
必
要
な
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。
）
に
照
ら
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条

[

略]

第
四
条

[

同
上]

第
六
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
既
設
の
医

第
五
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
既
設
の

師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
若
し
く
は
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
学
部
若
し

医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
師
若
し
く
は
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
学
部
若
し
く
は

く
は
学
部
の
学
科(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
学
部
等
」
と
い
う
。)

又
は
既
設
の

学
部
の
学
科
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
学
部
等
」
と
い
う
。
）
又
は
既
設
の

法
科
大
学
院
を
廃
止
し
、
そ
の
職
員
組
織
等
を
基
に
医
学
部
等
若
し
く
は
法
科
大
学

法
科
大
学
院
を
廃
止
し
、
そ
の
職
員
組
織
等
を
基
に
医
学
部
等
若
し
く
は
法
科
大

院
の
設
置
又
は
既
設
の
医
学
部
等
若
し
く
は
法
科
大
学
院
の
収
容
定
員
増
を
行
お
う

学
院
の
設
置
又
は
既
設
の
医
学
部
等
若
し
く
は
法
科
大
学
院
の
収
容
定
員
増
を
行

と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
置
又
は
収
容
定
員
増
を
し
た
後
の
当
該
医
学
部

お
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
置
又
は
収
容
定
員
増
を
し
た
後
の
当
該

等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
が
、
廃
止
す
る
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法

医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
が
、
廃
止
す
る
既
設
の
医
学
部

科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計
（
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
の
収

等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計
（
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科

容
定
員
増
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
廃
止
す
る
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
及

大
学
院
の
収
容
定
員
増
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
廃
止
す
る
既
設
の
医
学
部
等
又
は

び
収
容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
の

法
科
大
学
院
及
び
収
容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係

合
計
）
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
第
一
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
三

る
入
学
定
員
等
の
合
計
）
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
第
一
条
第
一
項
第
五
号
及
び

条
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
廃

第
六
号
並
び
に
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

止
す
る
、
又
は
収
容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医
学
部
等
に
係
る
入
学
定
員
等
に
、
第

た
だ
し
、
廃
止
す
る
、
又
は
収
容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医
学
部
等
に
係
る
入
学

三
条
に
基
づ
く
収
容
定
員
増
を
行
っ
た
人
数
が
含
ま
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該

定
員
等
に
、
第
三
条
に
基
づ
く
収
容
定
員
増
を
行
っ
た
人
数
が
含
ま
れ
る
場
合
に

収
容
定
員
増
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
設
置
又
は
収
容
定
員
増
に
限
り
認
可
を
行

つ
い
て
は
、
当
該
収
容
定
員
増
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
設
置
又
は
収
容
定
員

う
こ
と
が
で
き
る
。

増
に
限
り
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

[

略]

２

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
次
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
十

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
令
和
七
年
四
月
一

日
前
に
さ
れ
た
令
和
七
年
度
以
降
に
行
お
う
と
す
る
薬
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
の
う
ち
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能

力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
「
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び
臨
床

薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
変
更
（
次
条
に
お
い
て
「
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
」

と
い
う
。
）
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
大
学
、
短
期
大
学
及

び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
第
一
条
及
び
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
審
査
を
行
う
も

の
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
に
行
お
う
と
す
る
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
の
認
可
の
申

請
の
う
ち
、
令
和
五
年
十
月
一
日
に
お
い
て
現
に
当
該
申
請
に
つ
い
て
の
意
思
の
決
定
及
び
そ
の
内
容
の
公
表
（
当

該
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類
の
刊
行
物
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
広
く
周
知
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
を
す
る
た
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め
に
必
要
な
校
舎
等
の
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
に
関
す
る
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
係
る
審

査
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
検
討
）

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行

の
状
況
並
び
に
地
域
及
び
社
会
に
お
け
る
薬
剤
師
の
養
成
に
係
る
需
要
に
照
ら
し
た
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収

容
定
員
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
の
一

部
改
正
）

第
四
条

大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
令
和
元
年
文
部
科
学
省
告
示
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

附
則

附
則

（
失
効
）

（
失
効
）

３

第
一
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に

３

第
一
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に

限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
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○
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
五
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り

、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
分
野
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
し
、

平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
一
号
（
学
校
教
育
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る

分
野
を
定
め
る
件
）
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
及
び
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
分
野

sfujimoto
テキストボックス
別添２




